
 

2024 年 5 月 9 日  

 

公益財団法人日本バスケットボール協会  

2023 年度 (7‐6 月期) 第 10 回理事会 報告 
 

日時：2024 年 5 月 9 日 (木) 15:00～16:40 

会場：WEB 会議 (*一部 JBA 会議室にて対面) 

 

 

【報告内容】 

1.  スポーツ団体ガバナンスコード対応検討部会答申への対応について 

2.  その他、報告事項 

(1) 復権申⽴ての審議結果について  

 

 

 

 

以上  

  

 

 

 



 

1. スポーツ団体ガバナンスコード対応検討部会答申への対応について  

 

スポーツ団体ガバナンスコード対応検討部会からの答申への対応として、「役員候補者の選考

に関する規程」  (＊ ) を一部改訂することが提案され、議論・内容の確認ののち承認された。  

また、今規程の改定に伴い、規程内の文言修正等を行うことも併せて承認された。  

(*) 同規程は役員選考に関する内規のため、原則としてその全文は非公表とする。  

 

[主な改定点] 

①役員候補者選考委員会委員の構成を変更  (外部有識者を追加 ) ※下記新旧対比表を参照  

＜改訂の目的＞  

・外部有識者を委員会の構成に加え、多様性を持たせる。  

・JBA 理事会に関わる委員は過半数未満になるように設定する。  

②会⻑候補者選考委員会と役員候補者選考委員会の一本化  

 

○会⻑候補者  / 役員候補者選考委員会委員の構成  新旧対比表  

 

 

 

2. その他、報告事項 

 

(1) 復権申⽴ての審議結果について  

懲罰の対象となった申⽴者2名から行われた復権申⽴てについて、復権⼿続規程に基づき、

裁定委員会において審議を⾏った結果、いずれも復権を認めない判断となったことの報告が

なされた。  

（※各案件に関する詳細は非公表）  



 

 

[参考：裁定委員会における審議に関する補⾜説明] 

復権の申立てが行われ、裁定委員会で審議の結果により、復権⼿続規程に基づき以下の対

応を行う。  

・復権を認める場合⇒  理事会に答申  (理事会にて認否を最終決定 )する  

・復権を認めない場合⇒  申⽴者に対し、その結果と理由を通知する（理事会付議は原則不

要）  

 

 

 

以上  

 


